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第７回南部町議会定例会 

  

議事日程（第２号） 

平成19年３月５日（月）午前10時開議 

 

第 １ 一般質問 

 11番 長 根 和 夫 

           １．農業振興について 

           ２．自動体外式除細動器（ＡＥＤ）配備状況について 

           ３．総合型地域スポーツクラブ育成について 

 35番 佐々木 元 作 

           １．バーデハウスふくちの管理運営について 

           ２．農地、水の環境保全向上対策について 

 12番 工 藤 幸 子 

           １．合併して旧町村の存在が新町に生きているのか 

           ２．南部町消防団について 

 14番 内 村 貞 子 

           １．達者村について 

           ２．幼稚園の統合について 

           ３．里バスについて 

 36番 伊 達 一 夫 

           １．保育園の管理運営について 

 20番 立 花 寛 子 

           １．乳幼児医療費給付制度の拡充について 

           ２．保育料の見直しについて 

           ３．奨学資金貸付条例について 

           ４．後期高齢者医療制度について 

           ５．産業廃棄物中間処理施設について 
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本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 
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  5番  川 井 健 雄 君       6番  西 塚 英 夫 君 

       7番  中 村 善 一 君       8番  佐々木 勝 見 君 

10番  夏 坂 清 蔵 君      11番  長 根 和 夫 君 

12番  工 藤 幸 子 君      13番  四 戸   清 君 

 14番  内 村 貞 子 君      15番  工 藤 和 夫 君 
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 25番  川守田   稔 君      26番  佐々木 金 嘉 君 

 27番  工 藤 久 夫 君      28番  坂 本 正 紀 君 

 30番  河 端 幸 蔵 君      31番  相 田 耕 作 君 

 32番  山 口 博 个 君      33番  沼 畑   繁 君 

 34番  小笠原 義 弘 君      35番  佐々木 元 作 君 

 36番  伊 達 一 夫 君      37番  金 沢 和 夫 君 

 39番  東   寿 一 君      40番  宮 野   正 君 

 41番  西 塚 芳 弥 君      42番  野 田 清 八 君 

 43番  佐々木 由 治 君 

 

欠席議員（１名） 

9番  庭 田 豊 茂 君 

 

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町     長  工 藤 祐 直 君  助     役  赤 石 武 城 君 

収入役兼掌助役  馬 場   宏 君  総 務 課 長  坂 本 勝 二 君 
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企 画 課 長  奥 瀬   敬 君  財 政 課 長  堀 内 冨士夫 君 

税 務 課 長  坂 本 好 孝 君  住民生活課長  小野寺 直 和 君 

福 祉 課 長  立 花 和 則 君  健康増進課長  佐々木 博 美 君 

環境衛生課長  神 山 不二彦 君  商工観光課長  有 谷   隆 君 

建 設 課 長  西 野 耕太郎 君  福地総合サービス課長  川 井 和 男 君 

名川総合サービス課長  田 村 淑 延 君  南部総合サービス課長  山 口 裕 貢 君 

出 納 室 長  坂 本 與志美 君  名川病院事務長  堀 合 悦 夫 君 

老健なんぶ事務長  佐々木 利 文 君  市  場  長  堀 内 誠 悦 君 

総務課総務推進監  小萩沢 孝 一 君  農林課農林推進監  岩 舘 茂 好 君 

農林課グリーン・ツ-ﾘｽﾞﾑ推進室長  小笠原   覚 君  教 育 委 員 長  赤 平   實 君 

教  育  長  角 濱 清 輝 君  学 務 課 長  佐々木 秀 雄 君 

社会教育課長  工 藤 光 行 君  選挙管理委員会委員長  中 村 喜 雄 君 

農業委員会会長  沼 畑 俊 一 君  農業委員会事務局長  後 村 森 夫 君 

代表監査委員  松 本 陽 一 君 

 

職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 長  中 野 雅 司    主     幹  板 垣 悦 子 

主     査  岩 間 孝 幸 
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◎開議の宣告 

 

〇議長（工藤久夫君） ただいまの出席議員数は37人でございます。議員定足数に達しておりま

すので、これより第７回南部町議会定例会を再開いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

（午前10時00分） 

                                           

 

◎一般質問 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第１、一般質問を行います。 

 質問の回数は３回までとし、制限時間は質問、答弁合わせて60分以内といたしますので、制限

時間を有効に使っていただくために質問者並びに答弁者は簡潔、明瞭にお願いいたします。 

なお、制限時間５分前になりましたらチャイムでお知らせいたしますので、ご協力のほどお願

いいたします。 

 通告順に順次発言を許します。 

 11番長根和夫君の質問を許します。長根和夫君。 

（11番 長根和夫君 登壇） 

 

〇11番（長根和夫君） まず最初に、農業振興についてであります。 

ＷＴＯの新ラウンド交渉の中で、高関税等による農産物価格を下支えする政策は、自由貿易か

ら本来の発展を阻害するとして排除する方向にあり、我が国に対し世界各国からさらなる関税引

き下げ要求が突きつけられるものと思われます。貿易自由化強化に備え、国では、小農切捨てで

はないが、大同団結による日本農業の総合力を高めるとして、専業農業者の育成、さらには共同

化、組織化を進め、認定農業者以外も含めた地域営農活動を支援する新農業助成金制度がスター

トします。そこで、その新制度についてお伺いします。 

新制度の対象となるものは、認定農業者となること、または集落営農組織を立ち上げ、そのメ
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ンバーになることが条件とされていますが、本町の場合どのような状況になっているのか、対象

となる認定農業者の育成や組織化が進められているのかお伺いをいたします。 

米については、今回の新しい対策で導入される収入減少影響緩和交付金が生産調整に取り組め

ば、担い手以外の農家も対象となりますが、平成21年までの当面の措置であり、しかも３年の期

間中に漸減することになっています。この間に対応が必要になってきます。さらに、平成20年度

から野菜、果樹、畜産の品目別対策も控えております。認定農業者の掘り起こしが急がれます。

米価の低下、農家の高齢化、兼業化の中で、地域営農組織を立ち上げる環境ができているのか、

一定の農地を集約して、認定農業者として生産基盤を確保している専業農家が地域営農組織にか

かわること、いわゆるリーダーとなることに理解を示してくれるでしょうか。 

国が、新年度から品目横断的経営安定対策や米政策改革推進対策等、土地利用型農業における

担い手の育成や構造改革を打ち出しました。米の需給調整については品目横断的経営安定対策の

導入とあわせて、19年産から農業者、農業者団体の主体的な需給調整システムへ移行することに

なり、みずからの販売戦略に即した生産調整を実行することになります。その推進に当たっては、

販売事業、購買事業等を通して、組合員農家の利益を守る組織ＪＡの役割が大きくなるものと思

われます。そこで、行政と農協との連携について伺います。 

農業を基幹産業とするわが町において、国が打ち出す農政改革に対応すべく農地の集約化、担

い手の育成、共同化、組織化の育成強化も課題でありますが、果樹、野菜等、多品目にわたる農

産物の適正な流通を目指して、消費地へ向けた市場流通の拡大、地域の食育を通し、地産地消拡

大の一翼を担う産地直売の拡大、さらには地方卸売市場の集荷を拡大するためにも、農協の力に

頼るところが大きいだろうと思います。今、農協は市町村の枠を越え広域合併が進められていま

す。農業の共同化や組織化においても、行政区域の範囲を越えた動きが出てくることが予想され

ます。行政との連携が複雑化することが心配されます。果樹を中心とした観光農業の推進、達者

村の活動は目覚しいものがありますが、貿易自由化の波にさらされている水田農業を中心とした

土地利用型農業の将来もしっかりと支えていかなければなりません。町長は、町の総合的な農業

振興を考えるとき、農協との連携、支援をどのように考え、どう対処しようとしているのかお伺

いします。 

次に、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の配備状況についてでありますが、最近救急車の出動が

多くなっているように思われます。自宅での病気や屋外での事故等が主なことだと思いますが、

公共施設等で事故が発生すれば行政の責任を問ういろいろな問題が起こります。施設利用者の救

命救急の一助として、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の配備が必要だと思います。救命手当て方
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法としてＡＥＤがすべてではありませんが、心臓マッサージや人工呼吸等と一連の対応の中で効

果を発揮するものだと伺っております。隣接する自治体では、人の多く集まる施設や中学校まで

配備し、職員等が有事に即応できるよう研修、講習を重ね、万全を期しているということでござ

います。本町での現状と将来計画についてどのようになっているのかお伺いをします。 

次に、総合型地域スポーツクラブ育成についてであります。今、地域社会をめぐる現状は生活

環境の利便化に伴う体力、運動能力の低下、子供、大人を問わず運動不足から来る生活習慣病の

多発、地域住民のコミュニティ感情の希薄化が問題化しています。また、少子化に伴う学校部活

動の制約、学校週５日制に伴う地域での子供たちの受け皿不足、スポーツをする子供、しない子

供の二極化等、地域、学校ともに課題を抱えております。学校では、競技スポーツと言われる部

活動、地域では、高齢者を中心に生活習慣病予防を期待し、心身の健康のために、生涯スポーツ

を楽しんでいますが、学校にはやりたい部活がないとか、気軽に楽しめる種目がないといった悩

み、地域では、スポーツをやりたいけれども仲間がいない。いろいろな種目に挑戦してみたいと

いう多種目志向、地域における他世代交流志向にこたえるため支援する窓口が必要だと思いま

す。 

また、逆に自分が体験してきたスポーツを地域で役立てたいという方も多くいるだろうと思い

ます。このような課題を解決するため、だれでも気軽にスポーツが楽しめる環境づくり、地域コ

ミュニティの形成が有効であると考えられ、総合型スポーツクラブの活動が全国各地で動き出し

ております。クラブに期待できる効果は青少年の健全育成、地域における親子や家族、世代間の

交流が広がり、地域の教育力向上、学校の枠を越えた一貫指導体制を構築することによって、将

来有望な選手の排出の道も開かれ、また、高齢者の生きがいづくりは生活習慣病の予防や機能回

復のためのリハビリにもつながり、医療費の軽減も期待できます。クラブを立ち上げるには、指

導者の養成確保が必要ですが、合併による新しい町には、多種多様な技術、技能を持つ人材が豊

富になったと思われます。また、クラブの強化事業として指導者の要請もできます。クラブ運営

については、まちづくりは自分たちの力でという考えに基づいて、地域のボランティアの協力を

得ることが大事でありますが、まず立ち上げるためには行政の支援が必要であります。取り組む

考えがないかお伺いをいたします。 

以上であります。 

 

〇議長（工藤久夫君） それでは、答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 
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〇町長（工藤祐直君） それでは、長根議員さんのご質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 まず、最初の農業振興についての中の新農業助成制度についてでございますけれども、国では、

意欲と能力のある担い手を対象に平成19年度より品目横断的経営安定対策事業をスタートさせ

ることになっております。この事業は水稲のほか、諸外国との生産条件格差があると判断されて

いる麦と大豆が対象品目であり、内容は、収入の減少影響緩和のための補てん、そして諸外国と

の生産条件格差から生じる不利を補正するための補てん、この二つの事業で構成をされておりま

す。対象となる農業者でございますけれども、水田と普通畑を合わせた経営面積が借地や作業受

託を含め４ヘクタール以上の認定農業者及び20ヘクタール以上の集落営農組織に限定をされて

おります。そこで、町では昨年の水稲生産計画受け付けの際により、対象となり得る農業者に対

し、その説明を行ってまいりました。既に、青森農政事務所で受け付けがスタートしている秋ま

きの麦については、南部町からは５名の方が受け付けを済まされたと聞いております。 

また、４月より受け付けが開始される水稲についてでありますが、現在当町水田台帳上では、

水田経営面積が４ヘクタール以上の農業者は南部地区ゼロ名、名川地区２名、福地地区６名の計

８名であります。この４ヘクタール換算面積には果樹園が除かれておりますので、どうしても人

数的には少なくなるということでございますが、水田プラス普通畑をしても、南部町全体で該当

するものは約25名程度ではないかと予想しております。 

ご質問の認定農業者の数でございますけれども、平成17年度末は86名でございました。啓蒙、

勧誘に努力した結果、現在154名、約倍となっております。なお、三八では、五戸町に次ぐ数字

でありますけれども、年度内においては恐らく三八ではトップになるのではないだろうかという

今見込みを立てております。 

集落営農組織でございますけれども、その組織化の最大のまずネックになっている部分は、経

理、そして作業の一元化、あるいは法人化の部分が原因となって、県全体においてもなかなか進

んでいないのが現状であります。三八で見ますと、五戸町と八戸市、計２カ所動きがあるという

情報を得ておりますが、当町の場合、雑果樹栽培が盛んな地でもあり、集落営農にはなかなか困

難性があるのかなというふうに感じております。今後、ＪＡ、また国、県、関係機関と連携をと

りながら、組織化に向けた情報発信は常にしてまいりたいと考えております。 

次に、２点目のＪＡとの連携についてでございますけれども、議員がおっしゃいます町の農業

振興には農協と行政との連携が不可欠であると、私自身もこれは全く同じ考えであるわけでござ

いまして、我々行政、そしてまた農協さんにも組合員のことを真摯に考えながらしっかり取り組
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みをお願いしたいなと、こう思っております。まず、農家の代表機関であります農協であります

ので、まずは農家の所得向上、１円でも２円でも、10円でも20円でも高く売れる、そういう考え

を事業政策に期待をしていきたいと、こう思っております。南部町におきましては、現在八戸広

域農協とまべち農協の２農協があるわけでございますが、独自に事業を展開していますが、議員

がおっしゃいますように農産物販売につきましても食育や地産地消をとりましても、農協と行政

が一体となって事業の推進を図っていくことが必要であるわけです。最良の効果を上げるために

は、まず二つの農協よりは、一つの農協で統一した事業を展開していくことが、まずは本来の姿

でないのかなと思っております。八戸広域農協、まべち農協、しんせい五戸農協、田子町農協の

４農協で組織する三八ＪＡ合併促進協議会においては、平成21年４月１日の合併に向けて協議が

進んでいるとのことでございます。広域合併が進めば、行政との連携が複雑化するという懸念も

なされるのではないかとの考えもありますけれども、農産物販売、米の生産調整やポジティブリ

スト等の農薬問題、食育、地産地消等、農政を取り巻く諸問題は山積しており、どれをとりまし

ても農協抜きには語れないわけですから、仮に農協合併が進んでいったとしても、今まで以上に

行政と農協が一体となって協議、検討を重ねながら、南部町の農業の活性化、振興に努めてまい

りたいと、このように考えております。やはり、農協さんの場合は、農業、いわゆる組合員の方

々、その一つの目的、そういう組織でございますから、我々行政は農政もあり、福祉もあり、教

育もあり、いろいろな部分があるわけでございますが、農協というのは農業という一つに絞られ

た中で活動を展開していく組織でありますから、農協さんがさらに組合員の思い、それをしっか

り受けとめながら、そしてまた行政と連携をとりながらやっていかなければならないと、こう思

っております。 

次に、自動体外式除細動器、いわゆるＡＥＤの配備状況についてのご質問でございますけれど

も、皆さんもご存じのように、ＡＥＤとは、心停止を起こした傷病者の心臓に電気ショックを与

え、正常な状態に戻す医療機器であるわけでございます。平成16年７月から、医師、救急救命士

などの医療従事者だけでなく、一般の方にもＡＥＤの使用が認められるようになりました。当町

における配備の状況についてでございますが、現在のところ、中学校全４校、海洋センターにＡ

ＥＤを配備して緊急時に備えております。使用に際しましては救急救命処置における議員もおっ

しゃっておりましたいわゆる気道の確保、人工呼吸、心臓マッサージ等、一連の手順を施した上

で、使用するものであり、実技を伴った講習を終了させておくこととなっております。あくまで

も一番効果が出るのは気道の確保、人口呼吸、心臓マッサージ、この一連をやって初めてこのＡ

ＥＤが効果をさらに発揮するということでございまして、この講習につきましては、配備した施
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設の教職員初め、社会教育課、健康増進課、社会福祉協議会職員、それに移動消防学校では、消

防団員に対して消防署による講習会を実施しており、これからも救急法の一環として多くの方々

が技術習得できるように努めてまいりたいと思っております。 

今後の配備計画につきましては、来年度は介護老人保健施設老健なんぶに配備する計画として

おります。今あるＡＥＤを町内マラソン大会などにも備えて活用するとともに、今後とも医療機

関との連携を図りながらＡＥＤの適切な配備を検討してまいりたいと。１台の金額にしても30万

円前後するわけでございます。大きな、一気にともなると負担にもなりますが、状況を勘案しな

がら、適宜配備するように努めてまいりたいと、こう思っております。 

次に、総合型地域スポーツクラブでございますが、教育委員会の方から答弁をさせたいと思い

ますけれども、まさに、スポーツ、特に合併してまだ１年、２年、いかに一体感を、交流を図れ

るものというのは、私はスポーツが一番身近なものかなと、このように感じております。ヨーロ

ッパにおいては、この地域スポーツクラブというのは盛んなわけでございますが、どちらかとい

うと、日本はまだその地域スポーツクラブというのが欧米等々に比べますと、比較的少ない。い

わゆる学校クラブ単位が主なわけでございますが、今後、学校単位だけではなく、いわゆる地域

スポーツ型ということがふえてくるだろうと、こう思っておりますし、特に、首都圏よりも農村

部の方においては、なかなか地域スポーツクラブという立ち上げが難しい部分もあるとは思いま

す。そして、諸外国と日本の考え方の違いというのは私も２年ほどＢ＆Ｇ財団の研修で評議員の

１人としていわゆるドイツのスポーツクラブの視察をしてまいりました。やはり、まだまだ日本

が一つおくれている考えは、スポーツをするときにみずからスポーツ施設なりのお金を出して、

自分の体を鍛える。ここが諸外国に比べるとまだ日本はおくれているなと。スポーツするのに施

設を借りるのに、どちらかというと、当然ただなんだという考えが日本はまだあるのではないの

かなと。諸外国の方は自分の体を鍛える。そこに自分が使用料、お金を出すというのは当然なん

だという、この辺がちょっと私どもの地域との違いもあろうかと思いますが、そこが行政で支援

できる部分というのは一つのスポーツ育成の中で必要だと、私は思っておりますし、ただ、すべ

てがすべて行政負担ということも、これも難しいと思いますが、そういう部分を含めながら、ど

ういう形で地域スポーツクラブを立ち上げていけばいいのか検討していきたいと思いますし、こ

の後、教育委員会の方からの考えも答弁をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

〇議長（工藤久夫君） 社会教育課長。 
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〇社会教育課長（工藤光行君） それでは、長根議員さんにお答え申し上げます。 

総合型地域スポーツクラブというのは、これは、地域住民がいつでも気軽にスポーツを楽しむ

ことができる場ということで、青少年の健全育成、地域教育力の向上、先ほども議員もおっしゃ

っておりましたが、その受け皿になることも期待されているわけでございます。県では、平成11年

度からスポーツ振興の柱として関連事業を展開しているところでございます。当教育委員会で

は、昨年７月に県の教育委員会から職員を招いて町の体育協会、それから町の体育指導員の代表

者、それから社会教育の担当者のレベルでの勉強会を開催したところでございます。 

今後の取り組みとしては、地域スポーツ、地域のスポーツの関係者の意見を聞きながら、その

現状を把握し、状況を調査した上で、その結果において課題があり、その解決策としてクラブ設

立の必要があれば、南部町スポーツ振興の方策として取り上げて考えていきたいと、こう思って

おります。具体的に進めていくには、県の教育委員会、それから県の体育協会の指導を受けなが

ら、南部町に必要とされる総合型地域スポーツクラブ設立、それから育成に向けて取り組んでい

きたいというように考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

〇議長（工藤久夫君） 再質問はありませんか。11番長根和夫君。 

 

〇11番（長根和夫君） 認定農業者が現在154名というふうに伺いましたが、作目ごとにはどの

ような形になっているんでしょうか。 

 

〇議長（工藤久夫君） 農林課推進監。 

 

〇農林課農林推進監（岩舘茂好君） お答えいたします。 

 認定農業者でございますけれども、さまざまな形で今認定を受けられてございます。そして、

それぞれによってまた経営形態が変わってございます。現在は中身につきましては、数字は持っ

てきておりませんけれども、今後ともこれは許可ではありませんので、町が認定するという形に

なってございますので、たくさんの方々に認定をしていただいて、そして今後のさまざまな事業

に取り組むためには、認定農業者でなければこれからは事業の補助を受けられないという状況に

なりますので、これからも認定農業者の数をふやしていくよう努力してまいりたいと思ってござ

いますので、よろしくお願いします。 

以上でございます。 
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〇議長（工藤久夫君） 11番。 

 

〇11番（長根和夫君） 野菜とか果樹については別としても、今これから問題になるのが稲作を

中心とした水田農業だろうと思うわけです。水田農業については、特に今兼業化が進行して、老

齢化も進んでいるわけですけれども、そういった農家の農業所得はまず一番が農外収入だと、次

が年金だと、その次に農業収入だという言い方をしている人もいます。そういった現状の中で、

今国でもいろいろな政策を講じているわけですが、このままだと水田農業の先行きに非常に不安

を感じるわけです。もちろん農家の方々はそうだろうと思いますけれども、そういう状況の中で

どうやってその国の方策に対応していけるのか、さっきからも答弁の中にもありますが、地域で

の組織化、これもなかなか難しい状況にあるだろうと思います。しかし先を考えた場合に、そう

いう形での対応が当然求められるわけですけれども、そういう基本的な考え方について、もう少

し詳しくお知らせをいただきたいと思います。 

 

〇議長（工藤久夫君） 町長。 

 

〇町長（工藤祐直君） 水稲の部分、津軽地方とまた県南の十和田地域等々、そういう水稲地帯

とこの地域は比較的面積の量からもいって違うわけでして、私も１点引っかかっているのは、い

わゆる集落営農の場合に20ヘクタール以上と、この数字になってくると、これは水田を主体とし

ている地域であればまだ該当する集落がいっぱい出てくるかも知れませんが、比較的３地区の中

でも福地地区の場合は水稲に力を入れている地域でございます。そうした中でも20ヘクタールに

該当するのは非常に少なくなってくるんじゃないのかなと。先般、農水省の方に４名の町長が呼

ばれて、それぞれ意見発表をしたときにも、やはり１人の町長さんからは、「この20と、この面

積は自分のところではもう不可能な数字だと、いわゆる平地での水田が全くないところで、数字

も同じというのは、出してきても、うちの町ではもう該当者ないですよ」と。「何とか、こうい

う部分を10ヘクタールに地域によって認めるとか、そういうことも考えてもらえないか」と、そ

の町長さんがおっしゃっていましたが、私も全く同感でございまして、なかなかこうそこに達す

る面積がそんなにないだろうと、こう思っております。ただ、そういう中で、水稲の場合、やは

り消費者からすると、安全で安心な米ということが一番信頼感を得てくると思いますので、そう

いう中では、認定農業者のほかに、いわゆるエコファーマー、農薬を下げてつくると、または有
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機栽培で米をつくると、そういう部分を町としても今後強化していかなければならないんではな

いのかなと。やはり消費者に求められている米生産、そして、できるだけ高く売れる米、そうい

うのをつくっていく必要があろうかと、こう思っておりますので、町としてもそういう部分を今

後エコファーマーの皆さん、または有機栽培等を進める方々を今後育成するように努めていきた

いと、こう思っております。 

 

〇議長（工藤久夫君） 11番。 

 

〇11番（長根和夫君） 津軽とか上北のような水田地帯とは違うということなんですが、確かに

南部地区とか名川地区では、野菜、果樹が主体で、水稲、米は飯米農家が多いというふうには伺

っておりますけれども、町全体で18年の作付が水稲の場合に744ヘクタール、収穫量が4,461トン、

７万4,000俵余りがもう生産をされているわけです。そういう米の生産が歴史的なものもありま

すけれども、続いているわけですので、今後もしっかりとやはり支援をする体制が必要だろうと

いうふうに思います。 

そういう意味で、特に農協との連携、農協から頑張ってもらわなければならない面がたくさん

あるだろうと思います。米だけではなくて、我が町は特に果樹がいろいろな種類があります。そ

れらの流通についてももちろん今も農協でも季節的な市場を開設したり、町営市場を利用してい

るわけですけれども、生産者の中には同じ品目でも仕向き先とか、そういったものを考慮して、

農協の市場なり、町営市場なりを使い分けしていると言えば、ちょっとあれですが、そういう選

択をしている。そういうふうにも伺っておりますけれども、それらの問題を市場がもちろん農協

もですが、お互いそういった情報を共有しながら対策を講じているのか、農協の広域合併の話も

出ましたが、実際に農協がもちろん消費地、大消費地への市場への流通もあるでしょうけれども、

地元市場への流通なり、そういった形がどういう形になっているのか、もし、わかればお知らせ

をいただきたいと思います。 

 

〇議長（工藤久夫君） 市場長。 

 

〇市場長（堀内誠悦君） 農協と市場の連携についてというお尋ねでございます。 

最初に農協さんの販売状況について若干触れてみたいと思います。 

平成17年度の状況でございますけれども、まべち農協さんの場合はトマトとか米、それからナ
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ガイモ、花卉、そういったものを中心に15億円程度を販売しているようでございます。 

それから、まべち農協の名川青果市場の場合はサクランボ、ウメ、リンゴ、そういったものを

中心に１億円程度というふうに伺っています。それから、田子町農協さんもあるわけですけれど

も、田子町農協さんの場合は、ニンニク、トマト、エダマメ、そういったものを中心に10億円程

度というふうに伺っています。それから、八戸広域農協さんですが、ナガイモ、ニンニク、ピー

マン、そういったものを中心におよそ22億円程度ということです。それからしんせい五戸ですけ

れども、こちらの方もナガイモ、ニンニク、米、畜産、そういったものを中心に50数億円という

ふうに伺っております。 

それで、農協とそういう過去の流通の実態でございますけれども、実は町営市場には数年前に

農協を経由しまして、シュンギク、それからナガイモ、そういったものが若干出荷されたことが

あります。ただ、継続的に農産物が長い間継続して出荷されているという実績はほとんどないと

いうのが実状でございます。それで、今課内でも話していましたけれども、農協のものをうちの

方で扱う場合の問題点、そういったものを内輪で話しておりましたけれども、農産物を農協経由

で販売する場合は需用と供給のバランス、それから市況の価格動向、あるいは販売する時期、そ

れから期間、そういったものによって値段が相当違ってくるというのが現状でございます。それ

で、今後仲買人の方々の意見、あるいは農協さんの要望、例えばどういった荷姿で出荷したいか、

数量はどれくらい出せるのか、価格はどの程度で希望しているのか、そういったものを詰めてい

く必要がある。それからもし、うちの方で取り扱う場合に、うちの方の場合はほとんどがせり売

りになっているわけです。そうすれば、農協さんで希望する価格というのが合わない場合も出て

きますので、できれば相対の取り引き、ある程度値段を決めてとって、それを販売できる方法が

今後検討していく必要があるのかなというふうに考えて、今後検討課題にしております。 

以上でございます。 

 

〇議長（工藤久夫君） 済みません。これで質問の回数から行きますと……。 

 

〇11番（長根和夫君） 項目ごとじゃないの。 

 

〇議長（工藤久夫君） ちょっと暫時休憩します。 

（午前10時41分） 
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〇議長（工藤久夫君） 要望だけ受けるということで再開したいと思います。 

（午前10時42分） 

                                           

〇議長（工藤久夫君） 11番。 

 

〇11番（長根和夫君） ＡＥＤの配備の件なんですが、この間、東京マラソンがありました。あ

いにくの雨、非常に寒い中でのマラソンでしたが、２名の参加者が心肺停止状態になって、コー

ス内に１キロ間隔でたしか置いたＡＥＤが威力を発揮して事なきを得たというふうなことも報

道されておりました。我が町でも中学校とか、Ｂ＆Ｇにも配備ということなんですが、バーデパ

ークの場合もプールがあります。それからアイスアリーナ、激しいスポーツ、アイスホッケー等

が行われています。それから、銭湯部分にも高齢者の方々もたくさん毎日訪れている状況です。

やはりこういう場所にも急いで配備が必要だろうと思います。要望をしておきます。 

それから、スポーツクラブについてでありますが、学校、さらには地域、それぞれ問題を抱え

ているわけですけれども、やはり子供たちのことも考え、地域の協働、お互いに働くという協働

体制をつくっていくためにも、そういう組織が大事だろうと思います。また、そういった組織の

中で指導をしていただく指導者についてもきちんとした組織があれば、身分等も確立してやれる

ことだというふうに思いますので、ぜひそういう方向で検討を進めていただきたいと要望して終

ります。 

 

〇議長（工藤久夫君） 以上で長根和夫君の質問を終わります。 

 ここで11時まで休憩いたします。 

（午前10時44分） 

                                           

〇議長（工藤久夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前10時59分） 

                                           

 

〇議長（工藤久夫君） 35番佐々木元作君の質問を許します。佐々木元作君。 

（35番 佐々木元作君 登壇） 
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〇35番（佐々木元作君） 発言の機会をいただきましてありがとうございます。 

時間内での質問を終えたいと思いますので、町長は手短にご答弁くださるようお願いしてご質

問いたします。私も要点のみで質問いたします。 

通告の順に従って、バーデハウスについてであります。 

公社運営ということは知っておりますが、このたびの指定管理者方式の中で、どのような業務

内容で経営全体がなされているのかをまずお伺いいたします。 

入浴、プール、何度か入浴をしながら見学はしたことがありますが、アヴァンセ、宴会、ある

いは議会の打ち上げ等で利用した機会もありました。スケートリンクは、スケートは多少はやり

ますが、中で滑ったことはありません。聞きますと、それぞれの建物の施設があるわけで、どの

ように業務内容が契約されておりますかお伺いいたします。 

二つ目でありますが、この入浴には南部町になりましてから親近感がありまして、65歳になっ

たからではありませんが、入浴が趣味になっておりまして、南部地区一番館を初め、古町温泉、

チェリウス、そしてバーデと、数回ぐらいずつ訪れたわけですが、暖冬とはいえ、ことしの原油

高の影響によって、灯油、重油等の値上がりで大変なのかなと思っているわけであります。私は、

福地地区にある歴史ある福田湯と、今は名称を変えましたが新築営業しているのを身内の者がし

ておりますので、この辺がちょっと心配をして質問しているものです。その影響についてお聞か

せください。 

二つ目の農地、水環境保全向上対策事業であります。 

町長は、過日の新年度予算において、この事業に取り組む予算も計上、説明を申し上げており

ました。平成19年度の発足事業が展開するわけでありますが、これは自助努力する地域には国も

県も町も手助けをしながら、自分たちの地域づくりを続けなさいよと、こういう事業であるかと

思っております。従来、それぞれの地域にはそれぞれの管理団体と申しますか、水利組合、ある

いは農事改良組合、あるいは共同防除組合、あるいはナガイモ生産組合、いろいろな生産団体が

あって、それぞれの分野での産業活動はしておったわけですが、これらを総括しながら、地域の

連携の中で、さらなる取り組みをすることが大事だ、そこに助成的な補助があるわけであります。

現在、南部町においての取り組みを望んでいるグループと申しますか、地域と申しますか、その

内容をお知らせください。 

当然ながら、この補助事業は書類と記録、その会計の明朗性が望まれるわけであります。私が

申し上げたいのは、従来の水利組合とか、土地改良組合とか、いろいろな管理団体のその調整が

求められて、総合的な事業の展開がその地域に活動されるのがこの事業の大きな役目だと思って
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おります。その団体の調整や考え方の意思の疎通にその地域の中には一体感をつくっていかなけ

ればならない役目もあります。ですから、それぞれの地域によっては、構成の仕方が変わってい

る場合もあるかと思いますが、そういう事業展開する折に、町当局の助言やら、あるいは記帳等

のアドバイスをできるのではないかなと、こう思っているわけですが、それらの取り組みについ

てお伺いするものであります。今回、19年度予算について対策予算は計上されておりますが、こ

の事業は従来の中山間事業との展開とあわせて事業がなされることにおいては、この町の財政厳

しい中、いろいろな分野に例えば、農道への砕石等とか、あるいは農道等の草刈りと泥あげ等、

それらへの活動が町の予算にも反映されるものと思いますが、それらについての見通しをお伺い

いたします。 

あとは、自席にて質問申し上げたいと思います。 

 

〇議長（工藤久夫君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、佐々木元作議員さんのご質問でございますが、できるだけ簡

潔にということでございます。どうしても性格上詳しく説明しないと失礼かなという部分が性格

なもので、ただ、しっかりと再質問時間に間に合う範囲で答弁をさせていただきたいと、こう思

います。 

 まず、バーデふくちの管理運営についての中での指定管理者の業務内容ということのご質問だ

と思います。 

公社は現在南部町健康増進センター及び南部町総合交流ターミナルの指定管理者として温泉

保養館、いわゆるバーデハウス、そしてふくち屋外プール、ふくちアイスアリーナ並びにアヴァ

ンセふくち、この四つの管理運営業務を行っております。その中で、公社では、いわゆる収益事

業と公益事業、この二つに分けております。 

公益事業としては、いわゆる健康づくりなどで町内の幼稚園、保育園、小学生水泳教室、一般

対象の水泳教室、運動指導などをまず開催をしております。また、さらに、里山歩き、アイスホ

ッケー大会、親子スケート教室、水上綱引き大会、長靴アイスホッケー大会などをまず開催をし

ているものでございます。 

もう１点の収益事業といたしましては、バーデハウスの銭湯事業、お風呂の部分でございます

し、会合、宴会事業、そしてまたアヴァンセふくちの宿泊、その中の会合、宴会事業。アイスア
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リーナでございますが、リンクの一般個人利用、貸切利用事業、スケート靴等の貸し出し事業等

と、大きく分けてそのようなわけ方になるわけでございます。 

一つの管理の部分でございますが、資料的には少し多目にもらっていますが、要約して答弁を

いたします。施設の管理については、町が負担するものと指定管理者が負担するものを取り組み

をしております。町が負担するというものは何かといいますと、建物の修繕料でございます。指

定管理者が負担するものは人件費、事業の経費、電気水道料、燃料費、そして通信運搬費、施設

設備の点検、検査、保険料など、いわゆる運営費を管理者が負担するということになっておりま

す。これらの指定管理者が負担する運営費は、収益事業による収入見込み額等を町から管理委託

料でお支払いを町からして行うということでございます。 

昨今、重油の件も出ておりました。この高騰によって社会経済状況等により、指定管理者が負

担することとされている経費の中に含まれているわけでございまして、そういう場合、指定管理

者が困難になった場合には、町と指定管理者の中で協議を行いながら決定をしていくということ

になってございますので、当然議会の方には、その都度大きな変化があれば情報を、予算も当然

伴ってくることですので、当然ながら議会の方にもしっかりと説明をしていくことになると、こ

う思っております。 

燃料高による影響という部分、非常に大きなまず影響が既に出ております。参考に申し上げま

すけれども、バーデハウスふくちの維持管理費運営に係る光熱の主燃料でありましたいわゆるＡ

重油、原油の高騰により平成16年４月のリッター29円台から高騰を続け、平成18年４月にはリッ

ター57円、いわゆる２年の間に倍以上、約倍となっております。また、同年の８月から11月にか

けてはさらに高騰しまして、リッター66円と、最高値となっていました。ことしに入って19年で

ございますが、リッター57円から約リッター60円を推移し、現在は58円59銭となっておりますけ

れども、バーデハウス並びにアヴァンセふくちの平成18年度のＡ重油使用量は約75万4,000リッ

ターと見込んでおりますので、重油高騰による年間の差額はおおむね500万円の増という見込み

でございます。 

また、平成５年９月に、Ａ重油を燃料とする自家発電装置を２台リース契約をしておりました

が、自家発電装置リース企業者から、いわゆる原油価格の高騰により影響を受け、Ａ重油単価リ

ッター22円で行っておりましたが、その燃料の供給は難しく、契約の継続は困難であるというこ

とから、事業撤退の理由がありまして、平成18年10月をもって自家発電装置リース契約の解除を

余儀なくされました。よって、自家発電装置を撤去したことから、その分の熱量をいわゆる代替

として東北電力に切りかえざるを得なくなり、それに伴う出費がまたこの300万円ほどの増とな




